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Ⅰ．はじめに

　我が国の教育の分野において「重度・重複

障害児」という言葉が用いられるようになっ

たのは，養護学校入学者の障害の重度・重複

化の傾向が著しくなってきた1965年以降のこ

とと言われている（中山，1978）．これは，

1956年に「公立養護学校整備特別措置法」が

成立し，それ以降養護学校が急激に増加する

とともに，重複障害児に対する教育実践が次

第に実施されるようになったことが背景にあ

る．1975年には，特殊教育の改善に関する調

査研究会から「重度・重複障害児に対する学

校教育の在り方について」の報告があり，重

度・重複障害児に対する教育の基本的な考え

方や改善の施策等を示すとともに，早急な整

備・充実が必要であるとされた．その後，

1979年の養護学校の義務制施行により，養護

学校入学者の障害の重度・重複化の傾向は一

層顕著となり，重度・重複障害児に対する教

育実践の広がりとその充実が求められるよう

になった．

　このように養護学校における重度・重複障

害児に対する教育実践が広がる中で，福祉分

野における重症心身障害児の処遇が施設から

在宅へと次第に移行するとともに，医療分野

における在宅医療技術の進歩などにより，た

んの吸引などの医療的ケアを必要とする重

度・重複障害児が養護学校への就学を希望す

るようになり，その対応が課題となった．下

川（2006）は，医療的ケアの具体的対応策と

して1988年に東京都教育委員会が出した「原

則として訪問教育」や「保護者付き添いによ

る通学」という就学措置は，保護者付き添い

を無くし，全員就学を目指して教育条件の整

備や教育内容の充実を図ってきた養護学校に

とって，教育の後退を示すものとして医療的

ケアの課題を提起するきっかけとなったと指

摘している．

　この医療的ケアの課題が全国的に広がる状

況を踏まえ，文部科学省は厚生労働省の協力

を得て，「特殊教育における福祉・医療との

連携に関する調査研究事業」（1998～2002年
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度）を開始し，教員による 3 つの行為の実施

の可能性や看護師による対応を含めた養護学

校における医療的ケアの実施体制の在り方に

ついて検討を行った．これに続き「養護学校

における医療的ケアに関するモデル事業」

（2003・2004年度）を実施し，これらの事業

の成果を踏まえ，2004年10月に「盲・聾・養

護学校におけるたんの吸引等の取扱いについ

て」の通知が出され，盲・聾・養護学校にお

ける医療的ケアが正式に実施されることと

なった．

　その後，2011年には，一部改正された「社

会福祉士及び介護士法」に基づき，「特別支

援学校等における医療的ケアの今後の対応に

ついて」の通知が出され，看護師等の資格を

有しない者も，たんの吸引等の特定行為に限

り，研修を修了し認定された場合には，一定

の条件の下で制度上実施できることとなっ

た．この新しい制度の下，特別支援学校等に

おいて医療的ケアが広く実施される中，文部

科学省は，医療的ケアの必要な児童生徒の増

加や人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医

療的ケアの多様化などへの対応のため，2017

年に検討会議を設置し，その「最終まとめ」

を受けて，2019年に「学校における医療的ケ

アの今後の対応について」の通知が出された．

この通知では，小・中学校等を含む全ての学

校における医療的ケアの基本的な考え方や医

療的ケアを実施する際に留意すべき点などが

示された．また，2021年には「医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律」が

公布・施行され，医療的ケア児に対して教育

を行う体制の拡充などが示された．

　このように，全ての学校において，医療的

ケアを必要とする児童生徒に対し，必要な体

制整備の下，適切に医療的ケアを実施するこ

とが求められるようになったが，これまでは

就学の保障や保護者負担の軽減の観点から，

校内体制や医療機関との連携のほか，教員や

看護師の研修など，実施体制の整備について

議論されることが比較的多かった．重度・重

複障害児の教育に当たっては，健康の保持が

大きな課題であり，医療的ケアを適切に実施

することは，その子供が安定した状態で学習

活動に取り組み，発達を促すことにつながる

と考える．このため，本稿では，重度・重複

障害に対する医療的ケアの教育的意義につい

て考察を深めたい．

Ⅱ．重度・重複障害児と医療的ケア

1 ．重度・重複障害児の概念

　重度・重複障害児の概念については，前述

した特殊教育の改善に関する調査研究会の報

告において，次のように示されている．

付　重度・重複障害児に関する考え方

　本報告でいう「重度・重複障害児」に

は，これまで「公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法

律」等で定められている重複障害児（学

校教育法施行令第二二条の二に規定する

障害－盲・聾・知的障害・肢体不自由・

病弱－を 2以上あわせ有する者）のほか

に，発達的側面からみて，「精神発達の

遅れが著しく，ほとんど言語を持たず，

自他の意思の交換及び環境への適応が著

しく困難であって，日常生活において常

時介護を必要とする程度」の者，行動的
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側面からみて，「破壊的行動，多動傾向，

異常な習慣，自傷行為，自閉性，その他

の問題行動が著しく，常時介護を必要と

する程度」の者を加えて考えた．

（「重度・重複障害児に対する　　

学校教育の在り方について」）

　つまり，「重度・重複障害児」とは，視覚

障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病

弱の障害を 2 以上併せ有する重複障害児だけ

でなく，発達的側面からみて，また行動的側

面からみて，障害の程度が極めて重い重複障

害児も含めた捉え方であると言える．この用

語は，法律や教育制度等では使われていない

が，障害の程度の重い子供の教育や研究等に

おいて広く使われている．

　こうした障害の重い子供の教育については，

例えば重度の肢体不自由と重度の知的障害を

併せ有する児童生徒で，自発的な動きが少な

く，周囲からの働き掛けに対する反応も微弱で，

コミュニケーションを取ることが難しいなどと

する状態像が示されることが多くみられる．

2 ．特別支援学校における重複障害学級の

在籍状況

　現在，重度・重複障害児は，特別支援学校

のほか，小・中学校の特別支援学級や通常の

学級などにも広く在籍していると推察される

が，前述したように法律や教育制度等では使

われていない用語のため，統計的なデータは

明らかにされていない．しかしながら，その

障害の状態から，特別支援学校の重複障害学

級や訪問教育学級に多く在籍していると考え

られる．

　図 1 は，文部科学省（2021）の特別支援教

育資料を基に，2020年度の全国の特別支援学

校における障害種別の重複障害学級の在籍率

を示したものである．障害種別では，肢体不

自由が最も在籍率が高く，小・中学部は 5 割

を超えている．次に病弱・身体虚弱の順と

なっているが，どの障害種別においても，小・
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図 1　特別支援学校（全国）における重複障害学級の在籍率（2020年度文部科学省）
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中学部は在籍率が 2 割以上となっており，こ

の中に重度・重複障害児が含まれていると推

察される．

3 ．肢体不自由特別支援学校に在籍する児

童生徒の病因の状況

　肢体不自由特別支援学校に在籍する児童生

徒の障害の重度・重複化については，その病

因の変化が要因の一つとして挙げられてい

る．文部科学省（2021）の「障害のある子供

の教育支援の手引」では，肢体不自由の起因

疾患の変遷として，化学療法等による関節結

核や脊椎結核（脊椎カリエス）の減少，ポリ

オワクチンによる脊髄性小児まひの発生防

止，予防的対応と早期発見による先天性股関

節脱臼の減少等により，従前，肢体不自由の

起因疾患の多くを占めていたこれらの疾患は

近年では減少しており，現在，肢体不自由特

別支援学校では，脳原性疾患の子供が大半を

占めるようになっていると示されている．

　表 1 は，全国特別支援学校肢体不自由教育

校長会（2021）の病因別調査を基に，運動障

害の発症原因となる疾患別の割合を示したも

のである．最も割合の高い疾患は脳性疾患で

6 割を超えている．次に脊椎・脊髄疾患，筋

原性疾患，骨系統疾患，代謝性疾患の順と

なっているが，それらの割合は低く，脳性疾

患が大半を占めていることが分かる．この脳

性疾患の代表的な疾患が「脳性まひ」であり，

肢体不自由だけの単一障害のことは少なく，

知的障害・言語障害・病弱・視覚障害・聴覚

障害等の一つ又は複数の障害を併せ有する重

複障害が多いとされている．この中に，例え

ば重度の肢体不自由と重度の知的障害を併せ

有する重度・重複障害児が含まれていると推

察される．

　こうした肢体不自由特別支援学校における

脳性疾患の増加と障害の重度・重複化に関連

して，村田（2006）は，重度障害の大半が中

枢神経系の障害であり，①運動障害，②知的

障害，③てんかん発作，④行動障害のうち二

つ以上を重複しているとされ，このような動

向が生命維持や健康管理に配慮を必要とする

子供の増加につながっているとしている．ま

た，これらの子供については，痰がからむな

どによる呼吸の管理や姿勢保持に十分な配慮

が必要であるばかりではなく，摂食機能の不

全による誤飲・誤嚥を招いたり，さらに体温

表 1　全国特別支援学校（肢体不自由）幼児児童生徒病因別調査（2021年 5月 1日現在）

分　　類 人数 割合
脳性疾患（脳性まひ，脳外傷後遺症，脳水腫症，その他） 10,877 63.2％
脊椎・脊髄疾患（脊柱側わん症，二分脊椎，脊髄損傷，その他） 600 3.5％
筋原性疾患（進行性筋ジストロフィー，重症筋無力症，その他） 750 4.4％
骨系統疾患（先天性骨形成不全，胎児性軟骨異栄養症，その他） 213 1.2％
代謝性疾患（ムコ多糖代謝異常症，マルファン症候群，その他） 214 1.2％
弛緩性まひ（脊髄性小児まひ，分娩まひ，その他） 29 0.2％
四肢の変形等（上肢・下肢切断，上肢・下肢ディスメリー，その他） 71 0.4％
骨関節疾患（関節リュウマチ，先天性股関節脱臼，ペルテス病，その他） 162 0.9％
その他 4,306 25.0％

（全国特別支援学校肢体不自由教育校長会実施）
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調節等の生命の危険のおそれがあったり，感

染症に罹患しやすい者が増加する傾向がみら

れ，その中で，たんの吸引，経管栄養摂取，

導尿，酸素吸入，気管切開部の管理等の医療

的ケアを必要とする子供が増えてきたことを

指摘している．つまり，脳性疾患の増加に伴

い重度・重複障害児が増加し，その中には生

命維持や健康管理に配慮を必要とする者がお

り，そのうちたんの吸引などの医療的ケアを

必要とする者も在籍するようになったという

ことである．医療的ケアの課題への対応が，

肢体不自由特別支援学校から始まったこと

は，こうした流れが背景にあったと考えられ

る．

4 ．肢体不自由特別支援学校における医療

的ケアを必要とする児童生徒の状況

　前述した全国特別支援学校肢体不自由教育

校長会（2021）の病因別調査では，常時医療的

ケアを必要とする児童生徒の実態調査も併せて

実施している．表 2 は，医療的ケアの内容とそ

れに該当する児童生徒数を示したものである．

医療的ケアの内容として，栄養管理では，「胃

ろう」が最も多くなっている．また，呼吸管理

では，「①口腔内・鼻腔内吸引」が最も多く，

次に「②気管内吸引」と「気管切開部の管理」

が多い状況となっている．医療的ケアを必要と

する児童生徒は徐々に増加する傾向がみられ，

今後も実施体制の充実が求められる．

表 2　常時医療的ケアを必要とする児童生徒の実態調査（2021年 5月 1日現在）

項　目 小学部 中学部 高等部 計
在籍者数（名） 1,927 3,993 4,775 10,695

医療的ケアの必要な児童生徒数 1,048 1,302 1,320 3,670

栄養管理の
必要な児童生徒

経管栄養
①鼻腔管留置による注入 267 273 178 718
②口腔ネラトン 5 14 5 24

胃ろう 677 791 816 2,284
腸ろう 23 75 24 122

呼吸管理の
必要な児童生徒
呼吸管理の
必要な児童生徒

吸引
①口腔内・鼻腔内吸引 820 867 887 2,574
②気管内吸引 574 538 490 1,602

酸素吸入 360 311 279 950
ネブライザーによる吸入 278 274 284 836
薬液の吸入 285 257 267 809
人工呼吸器の使用 398 287 253 938
気管切開部の管理 557 468 452 1,477
経鼻咽頭エアウエイの装着 15 50 44 109

排泄管理の
必要な児童生徒

自己導尿 8 28 82 118
介助導尿 97 111 107 315

その他
特別な医療的な
管理の必要な
児童生徒

腹膜透析 3 8 1 12
人工透析 0 0 0 0
中心静脈栄養法（IVH） 9 8 11 28
人工肛門 15 11 15 41
手圧圧迫排尿 6 3 6 15
インシュリン皮下注射 3 5 7 15
その他 100 149 159 408

（全国特別支援学校肢体不自由教育校長会実施）
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Ⅲ．特別支援学校における 
医療的ケアの実施体制

1 ．学校における医療的ケアの実施体制の整備

　文部科学省は，2019年 3 月20日付けで「学

校における医療的ケアの今後の対応について」

の通知を発出している．これは，学校におけ

る医療的ケアの実施に関する検討会議の最終

まとめを受け，学校における医療的ケアの基

本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留

意すべき点等について示したものであり，以

下，その概要を記す．

1 ）学校における医療的ケアの基本的な考え方

　学校で医療的ケアを行う場合には，教育委

員会において，看護師等を十分確保し，継続

して安定的に勤務できる体制を整備するとと

もに，各学校に医療的ケア児の状態に応じた

看護師等の適切な配置を行うこととした．また，

各学校においては，看護師等を中心に教職員

等が連携協力して医療的ケアに当たることとさ

れ，看護師等と教職員等の連携協力による医

療的ケアの実施を基本的な考え方としている．

2 ）教育委員会における管理体制の在り方

　各教育委員会においては，総括的な管理体

制の整備が求められており，管理下の学校に

おける医療的ケアの実施体制の策定のほか，

教育，福祉，医療等の関係部局や関係機関，

保護者の代表などの関係者から構成される「医

療的ケア運営協議会」の設置・運営，ガイド

ライン等を策定することなどが示されている．

3 ）学校における実施体制の在り方

　各学校は，教育委員会のガイドライン等を

踏まえて実施要領を策定することとした．ま

た，「医療的ケア安全委員会」を設置し，関

係する教諭・養護教諭，看護師等，学校医等

が連携して対応を検討するなど，組織的な体

制を整備することが示されている．さらに，

看護師等が学校の一員として役割を果たすこ

とができるよう専門性に基づくチーム体制を

構築することや，個別の教育支援計画を活用

し，関係機関等と当該医療的ケア児の支援に

関する必要な情報の共有を図ることなどが示

されている．

4 ）認定特定行為業務従事者による特定行

為の実施に関する留意事項

　特別支援学校においては，教職員等が認定

特定行為業務従事者となり，特定行為の医療

的ケアを実施することができることから，そ

の留意事項が示されている．現在，教職員等

による実施が認められている特定行為は，①

口腔内の喀痰吸引，②鼻腔内の喀痰吸引，③

気管カニューレ内の喀痰吸引，④胃ろう又は

腸ろうによる経管栄養，⑤経鼻経管栄養の 5

つとなっている．なお，小・中学校等におい

ては，原則として看護師等が医療的ケアに当

たり，教職員等がバックアップする体制が望

ましいとしている．

2 ．道立特別支援学校における医療的ケア

の実施体制

　阿部他（2018）は，当時の北海道の医療的

ケアの実施体制のほか，北海道における医療

的ケアの取組の経過や肢体不自由養護学校に

おける医療的ケアの現状などについて報告し

た．その後，北海道教育委員会では，前述し

た文部科学省の通知等を踏まえ，医療的ケア
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の実施体制の充実を

図っており，以下，

現在の道立特別支援

学校における実施体

制の概要を示す．

1 ）北海道教育委

員会における医療

的ケアの実施体制

　道立特別支援学校

における医療的ケア

は，北海道教育委員

会が策定した「北海

道立特別支援学校に

おける医療的ケア実

施要項（2014年 5 月

20日一部改正）」に

基づいて実施された．また，「北海道

立特別支援学校医療的ケア運営協議

会」を設置・運営するとともに，「医

療的ケア指導医」を委嘱し，特別支援

学校へ出向いて助言等を行う「巡回相

談」を実施している．さらに，各特別

支援学校において医療的ケアの実施体

制を整備するためのポイントを示し，

医療的ケアを円滑に進めることができ

るよう「医療的ケア実施のためのハン

ドブック（改訂版）」（2022）を発行した．

　図 2 は，このハンドブックに掲載さ

れている医療的ケアの実施体制の概要

である．医療的ケアは，看護師等が配

置されている特別支援学校において実

施できることとなっており，実施校の教員が

医療的ケアを実施する場合，実施校は，事前

に北海道から「登録特定行為者」の登録を受

ける必要がある．次に，実施校の教員が医療

的ケアを実施する際には，定められた研修を

受け，「認定特定行為業務従事者」の認定を

図 2　道立特別支援学校における医療的ケア実施体制の概要
（「医療的ケア実施のためのハンドブック（改訂版）」）

図3　医療的ケア校内委員会の役割
（「医療的ケア実施のためのハンドブック（改訂版）」）
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受ける必要がある．看護師等及び教員による

医療的ケアは，主治医による指示書や学校が

作成する個別のケアマニュアル等に基づいて

行われている．

2 ）道立特別支援学校における実施体制

　医療的ケアを実施する特別支援学校では，

校長等の管理職，看護師等，養護教諭，関係

する教員等による校内委員会を設置し，医療

的ケアの実施に関する企画・運営を行うとと

もに，実施環境の整備，緊急連絡体制の整

備，医療的ケアに関する研修等を進めること

が必要である．

　実際に医療的ケアの実施に至るまでには，

①保護者への説明，②保護者からの申し出，

③保護者による申請書の作成，④申請書の提

出，⑤校内委員会における協議（医療的ケア

の内容の適否の検討等），⑥校長による適否

の判断と保護者への通知，⑦教職員への周

知，⑧個別のケアマニュアルの作成，⑨医療

的ケアの指示の確認（主治医の指示書），⑩

保護者へ医療的ケアの実施通知，⑪保護者か

らの同意書の提出という手順が必要となって

いる．なお，教員等が特定行為を実施する際

には，定められた手順に沿って研修を受け，

認定特定行為業務従事者の申請を行う必要が

ある．

Ⅳ．重度・重複障害児に対する 
医療的ケアの教育的意義

　ここまで，重度・重複障害児の特性の一つ

として，生命維持や健康管理への配慮が必要

であり，そのうちたんの吸引などの医療的ケ

アを必要とする子供が増加してきたこと，ま

た，特別支援学校等における医療的ケアの実

施体制が整備され，医療的ケアを必要とする

子供への対応が行われている状況についてみ

てきた．ここでは，教員が特定行為業務従事

者として医療的ケアを行うことが認められて

いること，また，看護師等と教職員等の連携

協力による医療的ケアの実施を基本的な考え

方としていることを踏まえ，その教育的意義

について考察したい．

1．自治体や養護学校における取組の報告から

　下川（2002）は，1988年から2000年までの

間に自治体や養護学校で行われた医療的ケア

必要児の取組を分析して，養護学校における

教育条件整備の内容と養護学校が医療的ケア

に対応する意義を検討している．肢体不自由

養護学校における医療的ケア必要児の教育の

在り方としては，養護学校の中で教師と医療

職が協力体制をつくって対応する方法が望ま

しいとした上で，養護学校が医療的ケアに対

応する意義について，表 3 に示すとおりまと

めている．

　ここでは，重度・重複障害児に対する医療

的ケアの教育的意義の観点から，「児童生徒

にとっての意義」の中の「教育活動の一環と

しての対応」として挙げられている 3 つの内

容に注目したい．

　 1 点目の「健康・安全の指導」について，

養護学校における医療的ケアの指導事例で

は，ほとんどの事例に共通して健康の維持・

向上をめざした「健康・安全の指導」の観点

がみられた．そして「健康・安全の指導」を

行うことは，楽で快適な身体状態をつくりあ

げる「学習の基盤を整える活動」であるとさ

れた．これは，教師が医療的ケアを行うこと
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で，児童生徒は痰などによる呼吸状態の悪

化，食物の誤嚥や気道閉鎖などの危険性が

減って安全に学校生活が送れるようになると

ともに，健康状態が改善して登校日数が増

え，生活リズムが整い，表情がよくなったな

どの成果を示したものである．

　 2 点目の「自立に向けた指導」について，

経管栄養や吸引などで他者から介護を受ける

際に，主体的に他者の介護を求める態度や介

護を受け入れる態度を育てることは，教育活

動の一環としての「自立に向けた指導」であ

るとされた．これは，教師が経管栄養や吸引

などを行うことで，児童生徒の自我の確立や

自立の 1 歩が前進したとする報告がみられた

ことによるものである．

　 3 点目の「コミュニケーション指導」につ

いて，医療的ケアを通して児童生徒と教師が

相互に理解を深め合うとともに，児童生徒が

「医療的ケアをされる自分」から主体的に介

護を求め受け入れていく「主人公としての自

分」に成長することを支援することは，教育

活動の一環としての「コミュニケーション指

導」であるとされた．これは，例えば吸引の

場合，吸引を行う前に吸引が必要かどうかを

本人に確認し，痰が多くて苦しい自分と，吸

引をしてもらって楽になった自分を認識する

ようにした指導などが行われていたことを示

したものである．

　このように，医療的ケアの課題への対応に

先駆的に取り組んでいた自治体や養護学校

が，就学の保障や保護者負担の軽減の観点に

加えて，児童生徒にとっての教育的意義を見

いだしていたことを，改めて認識する必要が

あると考える．

表3　養護学校が医療的ケアに対応する意義

対象 養護学校が医療的ケアに対応する意義 教師の対応

保護者に
とっての意義

「親の生活権」の保障
・保護者自身の身体的　　　・精神的な負担の軽減
・保護者の就労問題の解消　・家族生活への影響の解消
義務教育の無償の原則

×

×

児童生徒に
とっての意義

「教育を受ける権利」の保障
教育活動の一環としての対応
・健康・安全の指導：健康の維持・向上
　　　　　　　　　　窒息や誤嚥などの危機からの回避
・自立に向けた指導：運動機能向上による自立
・精神的な自立・コミュニケーション指導：手段の獲得や能力の向上

×
○

教師にとって
の意義

児童生徒の実態把握を行う大切な視点が得られる
児童生徒の学習課題設定に必要な視点が得られる
保護者や医師との連携の促進

○
○
○

（下川，2002）

「教師の対応の欄の記号の説明
養護学校が医療的ケアに対応する意義として
×：積極的に教師が医療的ケアにかかわる意義を見いだしにくいもの
○：積極的に教師が医療的ケアにかかわる意義を認められるもの（ ）
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2 ．文部科学省の調査研究・モデル事業に

おける報告から

1 ）特殊教育における福祉・医療との連携

に関する調査研究事業（1998～2002年度）

　本事業は，厚生労働省の協力を得て，1998

年度から2000年度にかけて，教員による 3 つ

の行為（痰の咽頭前の吸引，留置されている

管からの経管栄養，自己導尿の補助）の実施

の可能性について検討を行ったものである．

　また，2001，2002年度は，看護師による対

応を含めた養護学校における医療的ケアの実

施体制の在り方について検討を行った．当

時，本事業を担当していた古川（2008）は，

調査研究の成果として報告された内容を，次

のとおりまとめた．

（ 1 ）医療機関等との連携体制の構築

　養護学校における医療的ケアを必要と

する児童生徒への対応の必要性につい

て，医療関係者の理解が得られるととも

に，地元の福祉・医療機関からの協力が

得られた．

（ 2 ）教育的効果

①毎日学校に登校できるようになり，生

活範囲の拡大と，家庭では得られない

様々な環境からの働きかけにより，探

求心など学習の基礎が培われたととも

に，生活リズムが確立し，欠席日数が

減少した．

②学校で対応できることにより，児童生

徒の母子分離が図られ，発達に応じた

自立心が芽生えてきた．

③吸引等授業中に教室で教員が対応する

　ことにより，授業の継続性が保たれた．

④重度・重複障害児の医療的ケアの対応

を通して，これまで以上に児童生徒の

身体内面のきめ細かな健康観察が行わ

れるようになり，健康管理が充実して

きた．また，表情や身体の動きではと

らえにくい健康状態を把握できるよう

になり，それが指導面で役立った．

（ 3 ）保護者の反応

①医療的ケアについて担当する教員と主

治医や看護師との共通理解が図られた

ことにより，保護者と学校との信頼関

係が深まった．また，学校での対応が

可能となったことにより，負担が軽減

され，ゆとりができた．

②看護師が学校に配置されることによ

り，安心して学校に登校できるように

なるなど，安心感が高まった．

（古川，2008）

　本調査研究事業は，看護師の配置などの必

要な体制の下，教員による 3 つの行為が安全

に実施できることなどを報告した点で，その

後の医療的ケアの実施体制の整備に向けての

基盤となった重要な取組であったと考える．

　このまとめでは，教育的効果として 4 つの

内容が挙げられた． 1 点目の「生活リズムの

確立，欠席日数の減少」は，前述した下川が

挙げていた「健康・安全の指導」と共通する

内容である．また， 2 点目の「自立心」は，

下川が挙げていた「自立に向けた指導」と共

通している． 3 点目の「授業の継続性」は，

授業の流れの中で教師が子供の様子を見なが
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ら適切なタイミングで医療的ケアを行うこと

による効果を示しており，下川が挙げていた

「コミュニケーション指導」とほぼ重なる内

容と考えられる．

2 ）養護学校における医療的ケアに関する

モデル事業（2003・2004年度）

　本モデル事業は，厚生労働省との連携の

下，学校における医師，看護師，教員等の相

互連携による学校の対応体制，学校と福祉・

医療機関等の相互連携及び医療機関と連携し

た医療的バックアップ体制などについて，実

践的な研究を行ったものである．古川（2008）

は，モデル事業で得られた成果を，次のとお

りまとめた．

（ 1 ） 医療安全面

①医療事故の報告もなく，看護師と教員

の連携の中で円滑な実施ができた．

②県レベルの実施体制により，地域の医

療機関からの協力が得られた．

③看護師の常駐により，医療上の配慮や

健康状態についての相談や痰の吸引等

の知識・手技の研修の実施等が容易に

なった．

④健康管理，健康指導が充実し，このこ

とに関する教員の資質が向上した．

⑤予見・注意義務の徹底による教員の危

機管理意識の高揚が図られた．

⑥緊急時の医療機関との連携体制が整備

された．

（ 2 ） 教育面

①授業の継続性の確保，訪問教育から通

　学への移行，登校日数の増加

②親から離れて教育を受けることによる

本人の自立の向上

③児童生徒と教員との信頼関係の向上

④健康管理の充実，生活リズムの確立等

⑤保護者の心理的・物理的負担の軽減

（古川，2006）

　本モデル事業は，前述したように2004年10

月の「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引

等の取扱いについて」の通知の根拠とされ，

盲・聾・養護学校における医療的ケアが正式

に実施されることとなったという点で特に重

要な取組であったと考える．

　このまとめでは，教育面の成果として 5 つ

の内容が挙げられており，前述した調査研究

事業における教育的効果とほぼ同じ内容と

なった． 1 点目の「授業の継続性の確保」と

3 点目の「児童生徒と教員の信頼関係の向

上」は，下川が挙げていた「コミュニケーショ

ン指導」とほぼ重なる内容である．また， 2

点目の「本人の自立の向上」は，下川が挙げ

ていた「自立に向けた指導」と共通している．

4 点目の「健康管理の充実，生活リズムの確

立等」と 1 点目の「登校日数の増加」は，下

川が挙げていた「健康・安全の指導」と共通

していると考えられる．

3 ．教育課程における医療的ケアの位置付け

　姉崎（2019）は，重度・重複障害児の指導

内容として，①健康の保持・増進，身体機能

の保持・向上を図る指導，②日常生活の指

導，特に食事，排泄，更衣，清潔などの指導，

③遊びや行事，校外学習の体験を通じて生活
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の中に楽しみを見つけ出す指導，④社会性や

コミュニケーションの力を育む指導，⑤行動

上の様々な障害の軽減・改善を図る指導など

を挙げるとともに，指導上の留意点として，

何よりも生命を維持し，健康の保持を最優先

する必要性があるとした．また，教育課程と

医療的ケアについて，村田（2006）は，障害

の重度の児童生徒に対する教育は，生命を維

持すること及び日々の健康状態を保持するこ

と等が重要な指導領域となっており，これら

は自立活動の「健康の保持」の内容に含まれ

ていると考えられることから，自立活動と医

療的ケアとの密接な関連付けの必要性を指摘

している．

　前述した下川による「教育活動の一環とし

ての対応」として挙げた「健康・安全の指導」，

「自立に向けた指導」，「コミュニケーション指導」

は，いずれも自立活動の内容として示されて

いる「健康の保持」，「人間関係の形成」，「コミュ

ニケーション」と関連していると考えることが

できる．また，これらの自立活動の内容は，こ

れまで重度・重複障害児の教育において，指

導の重点とされてきたものである．

　各特別支援学校では，特別支援学校学習指

導要領を踏まえて教育課程を編成しており，

学習指導要領解説自立活動編（2018）では，「 1  

健康の保持」の区分の「（ 5 ）健康状態の維持・

改善に関すること」の中で，次のとおり，医療

的ケアに関連した解説が示されている．

（ 5 ） 健康状態の維持・改善に関すること

②具体的指導内容例と留意点

　障害が重度で重複している幼児児童生

徒の場合，健康の状態を明確に訴えるこ

とが困難なため，様々な場面で健康観察

を行うことにより，変化しやすい健康状

態を的確に把握することが必要である．

その上で，例えば，乾布摩擦や軽い運動

を行ったり，空気，水，太陽光線を利用

して皮膚や粘膜を鍛えたりして，血行の

促進や呼吸機能の向上などを図り，健康

状態の維持・改善に努めることが大切で

ある．

　たんの吸引等の医療的ケアを必要とす

る幼児児童生徒の場合，この項目の指導

が特に大切である．その際，健康状態の

詳細な観察が必要であること，指導の前

後にたんの吸引等の医療的ケアが必要な

こともあることから，養護教諭や看護師

等と十分連携を図って指導を進めること

が大切である．

（特別支援学校教育要領・　　　　

学習指導要領解説　自立活動編　

（幼稚部・小学部・中学部））

　この解説は，2004年に医療的ケアが正式に

実施されるようになり，2008・2009年の学習

指導要領の改訂の際に追加されたもので，医

療的ケアが児童生徒の教育的ニーズの一つと

して明確に位置付けられたと言える．こうし

た学習指導要領の解説等を踏まえ，各特別支

援学校等においては，看護師等と教職員等の

連携協力による医療的ケアを自立活動の指導

と関連付け，教育活動の一環として取り組む

ことが大切と考える．
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Ⅴ．まとめ

　飯野（2004）は，学校における医療的ケア

は，病院等とは異なり，子供の内面を尊重す

る教育的なアプローチであるとした上で，医

師・看護師・教師・保護者の連携によって，

「子供の心に寄り添う医療的ケア」を進める

ために，次のような具体的な取組を提示して

いる．

①子供が主人公であり，子供の権利や主

体性を尊重すること．

②適宜・適時性のあるケアが行われるこ 

と．安心感・信頼感をもってケアが受

けられるようにすること．

③子供が，自分の身体を良きものとする

肯定的なボディ・イメージを持ち，自

己への信頼感を持てるようにするこ

と．排痰の経験によって，痰を出すコ

ツが分かるようになること．

④同時に，他者への信頼感・安心感が育

つようにすること．

⑤痰の吸引が必要かどうかについて判断

するのは，子供の状態を良く知ってい

る教員であること．

⑥集中して授業に向かう積極的な姿勢づ

くりや健康づくりの観点から，医療的

ケアを指導の一環に位置付ける状況づ

くりをすること．

⑦授業の準備としての医療的ケアではな

く，授業の一環として痰の吸引に取り

組むための工夫を行うこと．

⑧子供のコミュニケーションの能力を広

げ，自己実現，自己選択，自己決定の

　能力が育つようにすること．

⑨健康状態が改善されて，授業に主体的

に関わり，いろいろな取組を楽しめる

こと等が，心理面，社会面での発展・

向上につながる．この三者（からだ・

心理・社会性）の相互の関連を意義付

けること．

⑩自立活動等の教育活動に位置付け，教

育上の意義を明確にすること．

（飯野，2004）

　この中で，重度・重複障害児に対する医療

的ケアにおいては，特に，②と④の安心感・

信頼感を育てること，⑥と⑦の医療的ケアを

指導や授業の一環に位置付けること，⑧のコ

ミュニケーションの能力を広げること，そし

て⑩の自立活動等の教育活動に位置付け，教

育上の意義を明確にしながら取り組むことが

重要と考える．また，重度・重複障害児が，

医療的ケアを受けながら充実した学校生活を

送ることは，子供にとって自己肯定感が育ち，

卒業後の社会生活にもつながると考える．
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